
くぬぎ山地区の自然再生について 

 

くぬぎ山地区は、江戸時代の新田開発によってつくられたクヌギ、コナラなどの二次林によっ

て構成された、地域の生活と一体となったまとまりのある平地林が残っている地域である。かつ

ては、燃料等としての木材利用など、農用林としての物質循環が存在し、地域住民により維持保

全がなされてきたが、近年産業廃棄物処理施設の立地や廃棄物の不法投棄など環境保全上の問題

が取り上げられており、これらによる雑木林の消失・荒廃が進んでいるなど、自然環境の保全・

再生を図る必要が生じている。 

平成１６年１１月、自然再生推進法に基づく「くぬぎ山地区自然再生協議会」を設立。平成１

７年３月には、「くぬぎ山地区自然再生全体構想」を策定した。今後は、実施計画の作成に向け

て協議を行う。 

＜活動状況＞ 

○第１回自然再生協議会（平成１６年１１月６日） 

  ・専門家、市民、関係団体、地方公共団体（埼玉県、所沢市、狭山市、川越市、三芳町）、関係行政機関（国

土交通省、農林水産省、環境省）からなる協議会の設立 

  ・「再生・保全小委員会」及び「管理・活用小委員会」の設置 

 ○第８回自然再生協議会（平成１８年６月４日） 

  ・協議会の議事・運営に関する企画立案を行う「運営委員会」を設置 

   運営委員１３名を選出（協議会正副会長３名、団体委員３名、個人委員２名、地方公共団体５名） 

 

平成１６年１１月の第１回協議会より、現在までに計８回を開催。次回第９回は平成１８年９月に開催予定。 
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